
拝

啓 

 
貴

職

に

お

か

れ

ま

し

て

は

、

地

域

の

発

展

と

住

民

福

祉

の

向

上

の

た

め

に

ご

尽

力

い

た

だ

い

て

お

り

ま

す

こ

と

に

、

感

謝

申

し

上

げ

ま

す

。 

 

さ

て

、

今

回

、

就

職

氷

河

期

世

代

に

対

す

る

支

援

及

び

男

性

育

児

休

業

の

取

得

促

進

の

二

点

に

つ

い

て

、

ご

協

力

を

お

願

い

い

た

し

た

く

、

お

手

紙

を

差

し

上

げ

ま

し

た

。 

 

ま

ず

、
就

職

氷

河

期

世

代

へ

の

支

援

に

つ

い

て

で

す

。 

 

い

わ

ゆ

る

就

職

氷

河

期

世

代

は

、

希

望

す

る

就

職

が

で

き

ず

、

現

在

も

、

不

本

意

な

が

ら

不

安

定

な

職

に

就

い

て

い

る

、

無

業

の

状

態

に

あ

る

な

ど

、

様

々

な

課

題

に

直

面

さ

れ

て

い

る

方

が

多

く

お

ら

れ

ま

す

。

こ

れ

は

個

々

人

や

そ

の

家

族

の

問

題

だ

け

で

は

な

く

、

社

会

全

体

の

問

題

で

あ

り

、

こ

の

問

題

へ

の

対

応

は

、

我

が

国

の

将

来

に

関

わ

る

重

要

な

課

題

で

す

。 

 

こ

の

た

め

、

政

府

で

は

、

昨

年

六

月

に

「

就

職

氷

河

期

世

代

支

援

プ

ロ

グ

ラ

ム

」

を

取

り

ま

と

め

、

三

年

間

の

取

組

に

よ

り

就

職

氷

河

期

世

代

の

正

規

雇

用

者

を

 

三

〇

万

人

増

や

す

こ

と

を

目

指

す

と

し

、

こ

の

間

に

集

中

的

な

支

援

に

取

り

組

む

方

針

を

打

ち

出

し

て

い

ま

す

。 

  



さ

ら

に

、

昨

年

十

二

月

に

は

、

支

援

プ

ロ

グ

ラ

ム

に

基

づ

く

具

体

的

な

取

組

を

盛

り

込

ん

だ

「

就

職

氷

河

期

世

代

支

援

に

関

す

る

行

動

計

画

二

〇

一

九

」

が

取

り

ま

と

め

ら

れ

ま

し

た

。 

 

総

務

省

と

し

て

は

、
「

地

域

お

こ

し

協

力

隊

」

や 

「

ロ

ー

カ

ル

一

〇

，
〇

〇

〇

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

」
、
テ

レ

ワ

ー

ク

の

推

進

、「
社

会

人

版

ふ

る

さ

と

ワ

ー

キ

ン

グ

ホ

リ

デ

ー

」

の

実

施

な

ど

に

よ

り

、

地

方

に

お

け

る

雇

用

機

会

の

創

出

な

ど

に

取

り

組

む

と

と

も

に

、

地

方

公

務

員

の

中

途

採

用

の

促

進

に

向

け

た

施

策

を

行

う

こ

と

と

し

て

お

り

ま

す

。 

 

こ

の

中

で

、

就

職

氷

河

期

世

代

支

援

の

た

め

の

中

途

採

用

に

つ

い

て

は

、

昨

年

来

、

先

行

的

に

取

り

組

ま

れ

て

い

る

団

体

が

あ

り

ま

す

こ

と

に

、

心

か

ら

敬

意

を

表

し

ま

す

。 

今

後

、

支

援

プ

ロ

グ

ラ

ム

や

行

動

計

画

に

沿

っ

て

さ

ら

に

正

規

雇

用

者

を

増

加

さ

せ

て

い

く

た

め

に

は

、

組

織

ト

ッ

プ

で

あ

る

皆

さ

ま

の

リ

ー

ダ

ー

シ

ッ

プ

に

よ

り

中

途

採

用

者

層

に

、

就

職

氷

河

期

世

代

を

取

り

込

ん

で

い

く

こ

と

が

重

要

と

考

え

て

お

り

ま

す

。 

 

貴

職

に

お

か

れ

ま

し

て

は

、

本

施

策

の

趣

旨

を

ご

理

解

い

た

だ

き

、
積

極

的

な

中

途

採

用

の

実

施

に

つ

い

て

、

ご

協

力

を

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。 

 



次

に

、
男

性

育

児

休

業

の

取

得

促

進

に

つ

い

て

で

す

。 

 
平

成

二

十

八

年

に

女

性

活

躍

推

進

法

が

施

行

さ

れ

て

か

ら

間

も

な

く

四

年

が

経

過

す

る

中

、

各

地

方

公

共

団

体

に

お

い

て

は

、

特

定

事

業

主

行

動

計

画

に

基

づ

く

取

組

を

進

め

て

い

た

だ

い

て

お

り

、

女

性

職

員

の

採

用

・

登

用

等

は

、

着

実

に

進

ん

で

き

て

お

り

ま

す

。 

 

今

後

、
女

性

活

躍

を

加

速

す

る

上

で

、
男

性

の

家

事
・

育

児

参

加

の

促

進

は

、

本

人

や

家

族

に

と

っ

て

は

も

ち

ろ

ん

の

こ

と

、

男

性

を

含

め

た

働

き

方

改

革

や

少

子

化

対

策

な

ど

の

社

会

課

題

解

決

の

契

機

に

な

る

も

の

で

あ

り

、「
第

四

次

男

女

共

同

参

画

基

本

計

画

」
に

お

い

て

は

、

令

和

二

年

ま

で

に

男

性

職

員

の

育

児

休

業

取

得

率 

一

三

％

の

達

成

が

政

府

目

標

と

し

て

掲

げ

ら

れ

て

い

ま

す

。 ま

た

、

国

家

公

務

員

に

つ

い

て

は

、

来

年

度

か

ら

、

子

供

が

生

ま

れ

た

す

べ

て

の

男

性

職

員

が

一

か

月

以

上

を

目

途

に

育

児

に

伴

う

休

暇

・

休

業

を

取

得

で

き

る

こ

と

を

目

指

し

た

取

組

を

進

め

る

こ

と

と

し

て

お

り

ま

す

。 

 

し

か

し

な

が

ら

、

地

方

公

共

団

体

に

お

け

る

男

性

職

員

の

育

児

休

業

取

得

率

は

、
平

成

三

十

年

度

で

五
・
六

％

で

あ

り

、

年

々

増

加

傾

向

に

は

あ

る

も

の

の

、

国

家

公

務

員

（

一

二

・

四

％

）

や

民

間

企

業

（

六

・

一

六

％

）

の

男

性

と

比

べ

低

い

状

況

に

あ

り

ま

す

。 

 



こ

う

し

た

状

況

の

打

開

に

は

、

ト

ッ

プ

の

リ

ー

ダ

ー

シ

ッ

プ

が

極

め

て

重

要

で

あ

る

た

め

、

貴

職

に

お

か

れ

ま

し

て

は

、

男

性

職

員

が

育

児

休

業

等

を

取

得

し

や

す

い

環

境

づ

く

り

に

向

け

て

、

関

係

部

局

に

必

要

な

指

示

を

い

た

だ

く

と

と

も

に

、

職

員

に

対

し

て

も

積

極

的

な

メ

ッ

セ

ー

ジ

の

発

信

を

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。 

 

時

節

柄

、

ご

自

愛

下

さ

い

ま

せ

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

敬

具 

 

令

和

二

年

一

月

二

十

三

日 

  

総 

務 

大 

臣 
 

 

 
  

 

 

都

道

府

県

知

事 

殿

（

市

区

町

村

長 

殿

） 


